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令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

＜料金表＞

20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 75mm

241円 275円 440円 550円 1,210円 3,080円

④ 組　織

＜組織体制＞

計 画 給 水 人 口 11,885

現 在 給 水 人 口 5,457法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法適用（全部）

㎥／日

　令和８年１月１日現在、公営事業課は主に上下水道事業と公共交通事業を運営しています。
このうち、上水道事業に従事しているのは１名です。なお、漏水や計器故障などの緊急時については、必要な人数に応じて他部署と協力して取
り組んでいます。

　　平成　16年　10月　1日

料金

297円／㎥

120 千ｍ

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まな

施 設 利 用 率 45.7

施 設 数

策 定 日 ：

年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

0

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力 4,754

本事業は基本水量ありの単一料金体系としています。
基本水量を５㎥とし、超過料金は一律297円/㎥としています。
なお、家事用や業務用などによる基本水量に差はありません。

事業の現況

料金

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

愛媛県上島町

水道事業

計 画 期 間 ：

2

～

管 路 延 長

0.618

供 用 開 始 年 月 日 　　昭和　60年　7月　1日

水 源

別添１－２

上島町　水道事業経営戦略

量水器使用料
100mm以上

町長が定める額

給水料金

1,320円

水量

５㎥

口径

水量

６㎥以上

料金

その他基本 超過

臨時給水用
880円／㎥

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他



（２）

（３） 経営比較分析表等を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

＜行政区域内人口・給水人口の推計結果＞

これまでの主な経営健全化の取組

　上島諸島は、水源に乏しく、永年にわたり慢性的な水不足に悩まされ続けてきました。水不足が深刻化するなかにあって、昭和５７年９月、広
島、愛媛両知事のご厚情、ご英断により、広島県からの『友愛の水』による分水が決定されました。
　友愛の水（上島広域簡易水道（離島）施設整備事業）は、広島県からの浄水を主水源として、岩城島・生名島・佐島・弓削島の四島に対して、
生活用水を供給するもので、昭和５８年度より整備が開始され、昭和６０年度には一部通水が実現し、昭和６３年度には、全域給水の運びとなりま
した。
　近年は人口減少に伴う給水収益の低下に対応するため、さまざまなコスト縮減に取り組み、健全経営を維持しています。また水道管をはじめと
する、多額の費用を必要とする施設更新については、給水開始からの経過年数が40年に達しており、法定耐用年数を経過する資産が増加して
います。こうした老朽化が懸念される管路については、定期的な調査や診断結果に基づいて更新するとともに、漏水調査を実施し、有収率の向
上に努めています。

給水人口の予測

１．経営の健全性・効率性
①経常収支比率・・・類似団体平均を若干下回っているものの、100％超を確保しており、経営は安定した状態にある。
②累積欠損金比率・・・当事業において欠損金は発生しておらず、利益剰余金を累積できており、当該値はゼロとなっている。
③流動比率・・・年間収支は黒字を確保しており、また投資規模を最小限にとどめているため現預金残高は増加傾向にある。一方で企業債
　　　　　　　　　残高がなく流動負債も少額であるため、流動比率は4,500％（通常は200％確保で安全性を有しているとされる）を確保しており、
　　　　　　　　　安全性に懸念はない状況である。
④企業債残高対給水収益比率・・・当事業において企業債の借り入れが無く、ゼロとなっている。
⑤料金回収率・・・100％を上回っており、類似団体平均よりも良好な状況にある。これは一般会計からの繰入に頼っていないことを示している。
⑥給水原価・・・類似団体平均を上回っており、供給単価を上回る水準で料金徴収ができている。
⑦施設利用率・・・徐々に上昇しており、令和６年度においては概ね類似団体平均並みとなっている。
⑧有収率・・・年々下落傾向にあり、水道管の老朽化による漏水が発生している懸念がある。点検を強化し、積極的に修繕を実施する必要が
　　　　　　　　ある。

２．老朽化の状況
①有形固定資産減価償却率・・・耐用年数を経過した管路も増加している一方で、老朽管の更新も実施していないことから老朽化が進んで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いる。主要な管路や施設から計画的に更新していく必要がある。
②管路経年化率、③管路更新率・・・令和５年度時点では耐用年数を経過した管路が存在しなかったため、当該値はゼロとなっているが、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和６年度から耐用年数を経過する管路が発生するため、主要管路から優先順位をつけて更新していく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　必要がある。

今後における人口は、行政区域内人口、給水人口ともに減少する見込みとなっている。
本経営戦略最終年度である令和17年度時点では、行政区域内人口は4,682人（令和６年度比△1,263人）、給水人口は4,298人（同比△1,159
人）となる。

※推計方法
　　□行政区域内人口・・・国立社会保障・人口問題研究所の推計データにもとづき算出
　　□給水人口・・・行政区域内人口に、令和６年度普及率を乗じて算出



（２）

＜用途別水量（有収水量）の推計結果＞

（３）

＜料金収入の推計結果＞

（４）

水量（有収水量）についても、人口減少に伴って減少していく推計となった。
ただし、家庭用については減少するものの、営業用や工場用などの水量については、本町の産業が継続する限り大きな変動はないと考えられる
ため、水量については人口減少の減少率に比べると減少幅は緩やかになる見込みである。

※推計方法
　□生活用・・・１人当たり有収水量の実績値に、将来給水人口を乗じて算出
　□業務・営業用ほか・・・令和４年度～６年度の有収水量実績の平均値

料金収入の見通し

人口減少、有収水量の減少に伴って、料金収入も減少する見通しとなっている。
料金改定を実施しない場合における推計では、令和17年時点では、151,171千円（令和６年度比△29,664千円、△16.4％）まで減少することが
見込まれており、水道供給経費を料金ではまかないきれない可能性が極めて高いことを示している。

※推計方法
　□生活用・・・有収水量推計値に1人あたり有収水量実績を乗じて算出
　□業務・営業用ほか・・・令和４年度～６年度の有収水量実績の平均値

現状の組織体制では適切な維持管理を行うのに十分な人数と言い難く、増員を希望している。
上水道事業は他の一般行政事務とは異なり、専門性が高く、従事期間に比例した経験値によって円滑に対応できるケースが多いため、最低人
員では通常業務を担うだけで、技術継承や緊急対応などに支障をきたす可能性が高いことを懸念している。
今後においては、特に施設の更新や漏水などの緊急対応の増加が見込まれており、適切な維持管理を行える人数を確保していきたい。
また、増員による組織体制の維持が困難となることが予想される場合においては、特に専門性の要求される分野について民間活用も視野に検
討しいていく必要がある。

水需要の予測

組織の見通し



３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

水道は、住民の生活を支える重要なライフラインであり、平常時の安定給水はもとより災害時にも生活を守るための給水を維持する責務がありま
す。本町水道事業の現状分析を行った結果、いくつもの課題があることが分かりました。これらの課題を解決するための方策を具体化していくた
め、以下の基本理念のもと、「安全」「強靱」「持続」に関する施策目標を定めました。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

目 標

これまで水道管については供用開始後60年～80年での更新を見込んでおりましたが、全国的なインフラ老朽化
に対する意識変化を受けて、本町においても更新時期の早期化を検討しています。
ただ、耐用年数到達年度でその資産をすべて更新するためには大規模な投資が必要であるため、重要管路を優
先して投資の平準化を図ります。また機械及び装置や管理棟などの電気設備については、随時更新を進めます。

目 標

投資財源については、原則として企業債と自己財源でまかないます。
近年投資を抑制していた結果、令和６年度末における現金預金残高は721百万円有しており、企業債残高もゼロ
となっています。今後の管路・設備等の更新においては、国庫補助等の活用を念頭に入れつつ、保有現金預金
を財源として使用し、また将来負担の度合いも鑑みつつ企業債の借入比率を決定します。
また、広島県からの受水単価上昇や設備更新による減価償却費増加の影響も鑑みつつ、料金改定を検討してま
いります。
そのうえで、本経営戦略期間における５年目のR12年度、10年目のR17年度において、経常収支比率100％を確
保し、料金回収率は85％を目標とします。

②　収支計画のうち財源についての説明

主な投資計画　※経営戦略計画期間内
　□管路・配水池更新（R10～R17）・・・基幹管路を優先に実施する予定です。
　□機械及び装置更新（R9～R17）・・・耐用年数を経過したものから、日常の点検による評価を踏まえて順次更新します。
　□管理棟電気設備等更新（R13～R14）・・・中央管理棟の電気及び空調設備更新を予定しています。
　□デジタル専用線工事（R9）・・・NTTの専用回線がデジタル化されることに伴い、切り替え工事を当該年度前後で予定しています。

投資に関する主な取組
　□民間の資金・ノウハウ等の活用
　　　各種設備点検業務を民間に委託し、更新の優先順位付けに活用します。
　□施設・設備の廃止・統合（ダウンサイジング）
　　　施設更新の際は、今後の水需要予測に応じた規模にて更新します。
　□アセットマネジメントに基づく施設・設備の長寿命化等の投資の平準化に関する事項
　　　設備点検評価の結果にもとづき、優先順位を付けたうえで投資の平準化を図ります。
　□防災・安全対策に関する事項
　　　災害時における影響を極小化するべく、管路については重要管路から更新することとします。また、引き続き有事の際に三原市から水を運
     搬できるように平時よりその対応を協議することにより備えます。

財源割合について
　□国庫補助金を除く部分について、自己財源、企業債それぞれ50％程度を充当する予定です。

財源確保に関する主な取組
　□料金改定により、損益勘定留保資金の確保に努めます。



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

収支計画策定にあたっては、投資以外の経費について以下根拠にもとづき作成しています。
　□受水費・・・予測受水量×受水単価
　　　※予測受水量については水需要予測情報を加味しており、受水単価は広島県水道広域連合企業団の料金改定案のうち、R11年度に
　　　　改定があるものとして基本料金36.48円／トン、使用料金68.84円／トンで試算。
　□動力費・・・R6年度実績×物価上昇率×水需要減少率
　□委託料・・・配水及び給水費）R8年度予算額×物価上昇率、総係費）R4～R6実績平均×物価上昇率
　□修繕費・・・R6年度実績×物価上昇率
　□給与費・・・R6年度実績×物価上昇率（物価上昇率＝賃金上昇率と仮定）
　□減価償却費・・・既存資産償却予測＋新規取得予定資産償却予測
　□資産減耗費・・・当該年度建設改良費（税抜）×5％　※償却済資産の更新であると仮定

経営戦略については、毎年度の決算状況と策定時の見通しに乖離がないか精査し、概ね5年毎に進捗
確認と財政計画の見直しを行います。事業の根幹となる上水道事業ビジョンについては、事業活動の
進捗にあわせて適切な時期に確認検証と改善の検討を行います。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

構造物の健全性･耐震性は確認しており、更新の予定はありませんが、将来的には規模の適正化を図り
ます。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

設備について更新のタイミングで規模適正化について検討します。管路は樹枝状となっておりダウンサ
イジングの余地が少ない状況です。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組
広島県からの受水費については、広島県水道広域連合企業団に対して定期的な状況確認を実施し、
折衝を行ってまいります。

現状は企業債残高はありませんが、今後管路をはじめとする設備更新需要が発生するため、企業債の
借り入れが必要となります。水準については、現金預金残高の推移を鑑みつつ、企業債残高が大きくな
りすぎないよう水準を定めて起債計画を立案します。

今後の施設更新事業において、一般会計からの繰入金に頼らないことを前提とした計画としています
が、老朽化の進行に伴う更新事業規模の増大が必要となることも想定し、あらかじめ財政部局との協議
を実施します。
また本町は離島であり、建設改良費が割高であるため高料金対策に要する経費として、基準額を繰り入
れする予定です。

平成28年度から愛媛県による広域連携の検討会に参加しています。上島町の諸条件（地理的・水域的
な制約）から、施設の統廃合や共同化は難しい状況です。今後も広域化による効果を期待できる案件
について検討していきます。

広 域 化

現時点における料金水準は類似団体と比較して高い状況にあり、経営は安定しています。ただ、今後
は広島県からの受水費用の増加や物価高騰による経費の増加、人口減少による有収水量の減少が見
込まれるため、随時料金改定の必要性を検討してまいります。

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

水道事業に係る設備は規模が小さく、活用可能な資産が無いため検討していません。

そ の 他 の 取 組
現在、現金預金残高の水準は類似団体平均を大幅に上回っており、設備更新において自己財源を投
入することも可能な状況です。投資財源の検討にあたっては、保有しておくべき現金預金残高水準を
定め、その水準を下回らない程度で活用を検討します。

企 業 債

繰 入 金

事業規模の小さい当町単独では民間事業者の参入が見込めないため、愛媛県による広域連携の検討
会を通じて、他事業体との共同発注や資器材の情報共有などの連携策を検討しています。

設備の点検データに基づく修繕、管理システム等の導入による更新支援設備の導入を検討中します。
今後も管路や構造物の劣化診断等に基づき適切な資産管理を進めます。



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 180,937 172,613 170,592 168,568 166,540 189,166 186,827 184,268 181,704 179,112 176,563 173,985
(1) 180,835 172,476 170,454 168,430 166,403 189,028 186,689 184,130 181,566 178,974 176,425 173,847
(2) (B)
(3) 102 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138

２． 42,363 46,667 39,757 13,127 9,575 18,738 8,194 8,090 13,348 19,883 26,550 36,646
(1) 8,717 4,824 10,952 17,188 26,858

8,717 4,824 10,952 17,188 26,858

(2) 41,158 45,345 38,387 11,714 8,257 8,721 6,897 6,812 7,277 7,741 8,205 8,669
(3) 1,206 1,322 1,370 1,413 1,318 1,300 1,297 1,278 1,247 1,190 1,157 1,119

(C) 223,300 219,281 210,349 181,694 176,116 216,621 195,020 192,358 199,876 209,946 220,301 237,489
１． 202,048 200,919 190,557 162,305 164,468 180,593 183,462 188,277 195,197 200,849 202,898 202,568
(1) 13,504 13,639 13,775 13,913 14,052 14,193 14,335 14,478 14,623 14,769 14,917 15,066

6,493 6,558 6,623 6,690 6,757 6,824 6,892 6,961 7,031 7,101 7,172 7,244

7,011 7,081 7,152 7,223 7,296 7,368 7,442 7,517 7,592 7,668 7,744 7,822
(2) 113,095 111,897 114,705 122,079 120,153 130,683 130,245 130,011 131,743 128,706 128,251 127,806

7,255 7,377 7,466 7,555 7,642 7,728 7,813 7,885 7,954 8,020 8,086 8,147
7,417 7,812 8,166 8,536 8,923 9,327 9,749 10,191 10,653 11,135 11,640 12,167

642 576 582 588 594 600 606 612 618 624 630 636
97,781 96,131 98,490 105,400 102,994 113,028 112,077 111,324 112,519 108,927 107,896 106,855

(3) 75,449 75,383 62,077 26,314 30,264 35,718 38,883 43,788 48,831 57,374 59,731 59,696
２． 280 1,045 2,007 2,954 3,912 5,140 6,298 7,074 7,759
(1) 280 1,045 2,007 2,954 3,912 5,140 6,298 7,074 7,759
(2)

(D) 202,048 200,919 190,557 162,585 165,513 182,600 186,416 192,189 200,337 207,147 209,972 210,328
(E) 21,252 18,362 19,792 19,109 10,603 34,021 8,604 168 -461 2,800 10,329 27,161
(F)
(G)
(H)

21,252 18,362 19,792 19,109 10,603 34,021 8,604 168 -461 2,800 10,329 27,161
(I) 309,175 327,537 347,329 366,438 377,041 402,345 410,949 411,118 405,833 397,680 390,821 391,124
(J) 766,897 812,574 854,800 759,937 740,977 743,287 723,504 692,662 634,541 601,315 562,562 525,250

43,540 41,527 41,041 40,553 40,065 45,513 44,949 44,333 43,716 43,092 42,478 41,857
(K) 38,139 38,129 38,859 40,722 44,654 51,675 55,976 60,329 66,425 74,463 79,641 79,568

4,375 8,750 13,125 17,500 23,130 31,885 37,140 37,140

31,393 31,129 31,859 33,722 33,279 35,925 35,851 35,829 36,295 35,578 35,501 35,428
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 180,937 172,613 170,592 168,568 166,540 189,166 186,827 184,268 181,704 179,112 176,563 173,985

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

-- - - - - - - - - - -

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

R9 R14 R15 R16 R17R10 R11 R12 R13

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

本年度

営 業 収 益



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 35,000 57,000 57,000 57,000 60,000 85,000 57,000 57,000 57,000

２．

３．

４．

５．

６． 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500

７．

８．

９．

(A) 35,000 78,500 78,500 78,500 81,500 106,500 78,500 78,500 78,500

(B)

(C) 35,000 78,500 78,500 78,500 81,500 106,500 78,500 78,500 78,500

１． 18,480 170,000 135,000 135,000 135,000 141,500 190,800 135,000 135,000 135,000

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

２． 4,375 8,750 13,125 17,500 23,130 31,885 37,140

３．

４．

５．

(D) 18,480 170,000 135,000 139,375 143,750 154,625 208,300 158,130 166,885 172,140

(E) 18,480 135,000 56,500 60,875 65,250 73,125 101,800 79,630 88,385 93,640

１． 18,480 25,169 25,756 45,465 33,758 30,036 26,951 34,755 37,974 44,676

２．

３．

４． 109,831 30,744 15,410 31,492 43,089 74,849 44,875 50,411 48,964

(F) 18,480 135,000 56,500 60,875 65,250 73,125 101,800 79,630 88,385 93,640

(G)

(H) 35,000 92,000 144,625 192,875 239,750 307,250 341,120 366,235 386,095

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

8,717 4,824 10,952 17,188 26,858

8,717 4,824 10,952 17,188 26,858

8,717 4,824 10,952 17,188 26,858

R17

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

R10 R11 R12 R13 R14 R15R9本年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

R16

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

R14 R15 R16

他 会 計 負 担 金

R17

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

本年度 R9 R10 R11 R12 R13


